
申＝申し込み　問＝問い合わせ

く
ら
し
の
情
報INFORMATION

　

千
代
田
町
三
丁
目
土
地
区
画
整

理
事
業
の
事
業
計
画
を
縦
覧
し
ま

す
。

縦
覧
期
間
＝
８
月
４
日
㈭
〜
17
日

㈬
の
執
務
時
間
内
（
土
日
曜
は
午

前
９
時
〜
午
後
５
時
）

縦
覧
場
所
＝
市
役
所
区
画
整
理
第

二
課

対
象
地
域
＝
千
代
田
町
三
丁
目
の

一
部

意
見
書
の
提
出
＝
こ
の
事
業
計
画

に
つ
い
て
、
都
市
計
画
で
定
め
ら

れ
た
事
項
以
外
に
意
見
の
あ
る
人

は
、
８
月
31
日
㈬
ま
で
に
県
知
事

あ
て
に
意
見
書
を
提
出
で
き
ま
す

問
区
画
整
理
第
二
課
☎
８
９
８
―

６
９
６
３
へ

　

各
家
庭
な
ど
の
水
道
メ
ー
タ
ー

　
８
月
は
「
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間
」。

ま
た
、８
月
10
日
㈬
は
「
道
の
日
」

で
す
。
道
路
は
通
行
や
輸
送
に
使

わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
電
気
や
電

話
の
ケ
ー
ブ
ル
、
上
下
水
道
や
ガ

ス
の
供
給
管
な
ど
が
埋
め
ら
れ
て

い
る
、
わ
た
し
た
ち
の
暮
ら
し
に

欠
か
せ
な
い
生
活
基
盤
で
す
。
こ

の
機
会
に
、
普
段
見
過
ご
し
が
ち

な
道
路
の
機
能
や
大
切
さ
を
も
う

一
度
見
直
し
ま
し
ょ
う
。

□
人
に
優
し
い
道
づ
く
り
を
推
進

　

高
齢
者
や
障
害
者
、
子
ど
も
な

ど
、
す
べ
て
の
人
た
ち
が
安
心
し

て
通
行
で
き
る
よ
う
歩
道
の
新
設

や
段
差
解
消
を
計
画
的
に
行
っ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
環
境
に
も
健
康

に
も
優
し
い
地
球
温
暖
化
対
策
と

は
計
量
法
で
有
効
期
間
が
８
年
と

定
め
ら
れ
、
期
間
内
に
交
換
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
期
限
を
迎
え

る
家
庭
に
は
水
道
局
が
委
託
し
た

業
者
（
所
定
の
腕
章
と
身
分
証
明

書
を
携
帯
）
が
交
換
作
業
の
た
め

訪
問
し
ま
す
。

問
水
道
整
備
課
☎
８
９
８
―
３
０

３
７
へ

　

永
年
勤
続
従
業
員
と
企
業
貢
献

技
術
者
な
ど
を
表
彰
し
ま
す
。
事

業
主
や
代
表
者
は
、
該
当
す
る
人

を
推
薦
し
て
く
だ
さ
い
。
表
彰
式

は
11
月
９
日
㈬
午
前
10
時
か
ら
前

橋
テ
ル
サ
で
行
い
ま
す
。
対
象
は

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
。

た
だ
し
、企
業
の
経
営
者
や
役
員
、

そ
の
子
ど
も
や
き
ょ
う
だ
い
、
自

営
業
者
、
パ
ー
ト
従
業
員
、
過
去

に
表
彰
さ
れ
た
人
は
除
き
ま
す
。

□
永
年
勤
続
表
彰

　

市
内
の
商
工
業
や
サ
ー
ビ
ス
業

の
従
業
員
で
勤
務
成
績
が
優
秀
で

他
の
模
範
と
な
り
、
同
一
事
業
所

に
10
年
以
上
か
20
年
以
上
勤
務
し

て
い
る
人
。
30
年
以
上
の
勤
務
の

場
合
は
特
に
功
労
が
あ
る
人
。

□
企
業
貢
献
技
術
者
等
表
彰

　

製
造
業
な
ど
工
業
関
連
事
業
所

し
て
、
自
転
車
利
用
の
促
進
に
取

り
組
み
ま
す
。

□
道
路
内
の
禁
止
行
為

　

み
ん
な
が
道
路
を
安
全
・
快
適

に
利
用
で
き
る
よ
う
、
次
の
点
を

守
り
ま
し
ょ
う
。

①
商
品
や
看
板
、
自
動
販
売
機
な

ど
を
置
か
な
い
②
自
転
車
や
バ
イ

ク
、
自
動
車
を
放
置
し
な
い
③
道

路
に
は
み
出
し
た
樹
木
な
ど
は
せ

ん
定
す
る
④
エ
ア
コ
ン
の
室
外
機

を
設
置
し
な
い
⑤
宅
地
へ
出
入
り

す
る
た
め
の
鉄
板
や
斜
め
の
ブ
ロ

ッ
ク
を
置
か
な
い
⑥
道
路
や
水
路

に
土
砂
が
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に

す
る

□
工
事
を
行
う
と
き
は

　

工
事
な
ど
で
足
場
を
設
置
し
た

り
、
出
入
り
の
た
め
の
歩
道
や
縁

石
の
切
り
下
げ
を
し
た
り
す
る
と

に
勤
務
す
る
技
術
者
な
ど
で
、
企

業
の
合
理
化
・
省
力
化
・
技
術
改

善
・
新
製
品
開
発
な
ど
に
取
り
組

み
、
企
業
の
発
展
に
著
し
く
貢
献

し
て
い
る
勤
務
成
績
が
優
秀
で
他

の
模
範
と
な
る
人
。

申
以
上
の
２
つ
は
９
月
９
日
㈮
ま

で
に
所
定
の
用
紙
に
記
入
し
、
前

橋
プ
ラ
ザ
元
気
21
内
工
業
課
（
☎

２
１
０
―
２
２
７
６
）、
商
工
会

議
所
、
東
部
商
工
会
、
富
士
見
商

工
会
へ
直
接

　

先
の
大
戦
で
、
外
地
な
ど
に
派

遣
さ
れ
戦
時
衛
生
勤
務
に
従
事
し

た
、
旧
日
本
赤
十
字
社
救
護
看
護

婦
や
旧
陸
海
軍
従
軍
看
護
婦
（
慰

労
給
付
金
受
給
者
を
除
く
）
に
対

し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
名
の
書
状

を
贈
呈
し
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

請
求
期
限
＝
平
成
25
年
３
月
31
日

㈰問
県
国
保
援
護
課
☎
２
２
６
―
２

６
７
８
へ

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し

て
い
る
人
は
、
８
月
11
日
㈭
か
ら

24
日
㈬
ま
で
に
、
市
保
健
所
内
障

害
福
祉
課
（
大
胡
・
宮
城
・
粕
川
・

富
士
見
地
区
に
在
住
の
人
は
各
支

所
）
へ
所
得
状
況
届
を
必
ず
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
所
得
制

限
に
よ
り
支
給
停
止
中
の
人
も
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
し
な
い

と
、
８
月
以
降
手
当
が
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
。

必
要
な
物
＝
印
鑑
、手
当
証
書
（
未

返
却
の
場
合
）

そ
の
他
＝
こ
と
し
１
月
１
日
現
在

で
市
外
に
居
住
し
て
い
た
人
は
、

そ
の
住
所
地
の
所
得
証
明
書
が
必

要
で
す
。
ま
た
、
前
年
の
所
得
状

況
届
提
出
時
と
状
況
が
変
わ
っ
た

場
合
（
受
給
資
格
者
と
対
象
児
童

が
、
学
校
や
仕
事
の
た
め
別
居
し

始
め
た
な
ど
）
は
、
別
に
書
類
が

必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

事
前
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

□
対
象
者
は
申
請
を

　

下
表
の
対
象
者
で
申
請
を
し
て

い
な
い
場
合
は
、
障
害
福
祉
課
か

大
胡
・
宮
城
・
粕
川
・
富
士
見
支

所
へ
相
談
を
。
た
だ
し
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。
①
児
童
が
障

害
を
事
由
と
す
る
公
的
年
金
を
受

給
し
て
い
る
②
児
童
が
児
童
福
祉

施
設
に
入
所
し
て
い
る
③
前
年
の

所
得
が
、
一
定
額
以
上
で
あ
る
。

問
障
害
福
祉
課
☎
２
２
０
―
５
７

１
１
へ

き
は
、
道
路
管
理
者
の
許
可
や
承

認
が
必
要
で
す
。
工
事
の
前
に
必

ず
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

舗
装
工
事
が
完
了
し
て
か
ら
原
則

３
年
間
は
掘
り
返
さ
な
い
で
く
だ

さ
い
。

問
道
路
管
理
課
☎
８
９
８
―
６
８

０
９
、
東
部
建
設
事
務
所
☎
２
８

３
―
１
１
０
９
へ

　

７
月
10
日
に
告
示
さ
れ
た
市
農

業
委
員
会
委
員
選
挙
は
、
定
数
と

同
じ
40
人
の
立
候
補
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
た
め
、
無
投
票
が
決
定

し
、
７
月
19
日
に
選
挙
管
理
委
員

会
委
員
長
か
ら
全
員
に
当
選
証
書

が
付
与
さ
れ
ま
し
た
。

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
☎
８

９
８
―
６
７
４
２
へ

　

危
険
物
取
扱
者
の
た
め
の
保
安

講
習
を
行
い
ま
す
。

日
時
＝
①
９
月
26
日
㈪
午
前
９
時

〜
正
午
②
同
午
後
１
時
30
分
〜
４

時
30
分
③
９
月
27
日
㈫
午
前
９
時

〜
正
午
④
同
午
後
１
時
30
分
〜
４

時
30
分

会
場
＝
消
防
局

対
象
＝
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人
、
先
着
各
１
０
０
人
。
①
継

続
し
て
危
険
物
取
扱
作
業
に
従
事

し
、
前
回
の
受
講
日
か
ら
３
年
が

経
過
す
る
②
新
た
に
従
事
ま
た
は

再
び
従
事
し
た
日
か
ら
１
年
が
経

過
す
る
（
従
事
し
た
日
か
ら
過
去

２
年
以
内
に
免
状
が
交
付
さ
れ
て

い
る
か
講
習
を
受
け
て
い
る
場
合

を
除
く
）

費
用
＝
各
４
，
７
０
０
円

申
９
月
５
日
㈪
〜
９
日
㈮
の
午
前

９
時
〜
午
後
４
時
に
免
状
か
そ
の

写
し
を
用
意
し
、
消
防
局
予
防
課

内
前
橋
地
区
危
険
物
安
全
協
会
（
☎

２
２
０
―
４
５
０
９
）
へ
直
接

□
「
戦
争
・
平
和
を
考
え
る
」

期
日
＝
８
月
２
日
㈫
〜
21
日
㈰

内
容
＝
戦
争
・
原
爆
・
前
橋
空
襲
・

平
和
を
考
え
る
資
料
や
写
真
パ
ネ

ル
、
ブ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
設
置

□
お
は
な
し
や
さ
ん

日
時
＝
８
月
11
日
㈭
・
18
日
㈭
・

25
日
㈭
、
午
前
11
時
30
分
〜
正
午

内
容
＝
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
や
手

遊
び
な
ど

□
お
は
な
し
の
会

日
時
＝
８
月
13
日
㈯
・
20
日
㈯
・

27
日
㈯
・
９
月
３
日
㈯
、
午
後
２

時
15
分
〜
50
分

内
容
＝
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
や
手

遊
び
な
ど

□
お
母
さ
ん
の
た
め
の
絵
本
の
朗

読
と
お
話
会

日
時
＝
８
月
23
日
㈫
、
午
前
11
時

〜
正
午

内
容
＝
絵
本
の
朗
読
な
ど

□
は
じ
め
て
絵
本
の
お
は
な
し
会

日
時
＝
８
月
28
日
㈰
、
午
前
11
時

〜
正
午

対
象
＝
１
歳
児
ま
で
と
保
護
者

内
容
＝
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
や
読

み
方

□
名
作
映
画
劇
場

日
時
＝
８
月
６
日
㈯
午
前
10
時

対
象
＝
一
般
、
先
着
１
１
２
人

内
容
＝
「
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」

（
ウ
ォ
ル
ト
・
デ
ィ
ズ
ニ
ー
製
作
）

□
演
劇

日
時
＝
①
８
月
14
日
㈰
午
前
10
時

30
分
②
同
午
後
２
時

内
容
＝
児
童
文
化
セ
ン
タ
ー
演
劇

ク
ラ
ブ
に
よ
る
「
人
形
館
」

□
展
覧
会
「
夏
の
日
の
思
い
出
〜

ぼ
く
た
ち
・
わ
た
し
た
ち
の
夏
」

日
時
＝
８
月
20
日
㈯
〜
９
月
11
日

㈰
、
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
５
時

内
容
＝
第
四
保
育
所
の
児
童
が
描

い
た
絵
の
展
示

　農業委員の選挙を経て、新しい農
業委員会が誕生しました。少子高齢
化などに伴う担い手不足の問題や東
日本大震災に伴う原発事故の影響な
ど、農業を取り巻く環境は、大変厳
しいものがあります。こうした中で、
委員の皆さんには地域農業の代表者
として、これまでに培ってきた知識
と経験を大いに生かし、本市の農業
振興のために、力を尽くしてほしい
と思います。

農業振興での
活躍を期待

（７月20日・農業委員会総会）

労
苦
に
報
い
る
書
状
を
贈
る

水
道
メ
ー
タ
ー
を
交
換
し
ま
す

優
れ
た
従
業
員
を
表
彰

区
画
整
理
の
事
業
計
画
を
縦
覧

所
得
状
況
届
は
必
ず
提
出
を

市
立
図
書
館☎

２
２
４
│
４
３
１
１

お
知
ら
せ

催　

し

総
合
教
育
プ
ラ
ザ

☎
２
３
０
│
９
０
９
４

こ
ど
も
図
書
館☎２

３
０
│
８
８
３
３

暮
ら
し
支
え
る
道
路
を
大
切
に

新
し
い
農
業
委
員
が
決
定

危
険
物
の
適
切
な
扱
い
を
学
ぶ

特別児童扶養手当・障害児福祉手当の概要

種別 支給額（月額） 対象

特別児童
扶養手当

１級 5万550円 20歳未満の在宅重度心身障害児（身体障
害者手帳１級～３級程度、療育手帳Ｂ１
以上など）を養育している保護者２級 3万3,670円

障害児福祉手当 1万4,330円
20歳未満の在宅重度心身障害児（著しく
重度の障害があるため、日常生活におい
て常時介護を必要とする状態）

　

前橋けいりん

開 催 日
チャメット君

8/10～12

8/13～19(場外)

8/20～22

前
橋
文
学
館☎

２
３
５
│
８
０
１
１

広報まえばし　平成23年８月１日号 10市役所　〒371-8601大手町二丁目12-1　☎224-111111

こんにちは
市長です


